
目的 ・ 経過

１ 当部会の設置目的・検討事項

・第１回 ９/１３ (火) ・第２回 １０/３１ (月)
・第３回 １１/３０ (水) ・第４回 １２/１３ (火)
・第５回 １/２６ (木) ・第６回 ２月中

⇒ 報告書作成・公表 ３月中（予定）

都では、認知症疾患医療センターの設置を契機として、都内各地域において認知症に係る医療・介護等関係

者間の連携体制の構築を進めていくこととしている。

連携体制の構築にあたっては、地域の実情に合わせて、医療・介護等関係者が、相互に連携･協働して支援で
きるよう情報共有化の仕組を各地域で構築していくことが不可欠。

本部会では、医療・介護等関係者間の情報共有の仕組及びツールについて検討し、認知症疾患医療セン

ターをはじめとする関係機関が、各地域で検討を進めるための「手引き」あるいは「指針」を作成する。

２ 経過

「認知症ケアパス部会」における検討状況 資料２

情報共有に関する現状と課題 （例） 情報共有の仕組の提案

関係者ごとに担う役割が異なるため、それぞれの困りごとや、必要とし
ている情報について、相互理解が不十分。
地域の関係者が一同に介して、情報の共有化に向けた検討を
行うことが必要。

情報共有以外の対応が必要な課題

・家族介護者・地域住民の認知症に対する理解促進
・関係機関の認知症対応力の向上 ・顔の見える関係づくり
・地域における連携体制の構築・強化 ・受診が困難な人への支援

基本的な考え方 具体的な取組

ここまでの検討内容

◆ 地域の全ての関係者が使用する統一した情報共有ツールを作成。
※ 既にツールが存在する場合、当部会の報告を見直しの参考とする。

関係者同士の連携に必要な情報が共有されていない。
安定的・継続的に情報共有を行うための仕組が必要。

介護サービスを利用する時など、家族介護者が本人の症状について
十分な情報がなく、的確に伝えることが難しい場合がある。
家族介護者が、症状や治療の状況を正確に理解し的確に伝え
られる仕組が必要。

個人情報保護の観点から情報共有が難しいことがある。
本人・家族介護者の同意を得るなど、相互に必要な情報を共有
できる仕組が必要。

医療関係者が多忙であることが、情報共有ができていない大きな要
因。
時間のない中でも、複数の関係者が相互に情報共有を行える仕
組が必要。

既に様々なツールがあるが、十分には活用されていない例も多い。
安定的・継続的に使われる仕組が必要。

◆ 関係者が広域にわたる場合は、他の地域の関係者も使用できるよう、本部会
で示した考え方に基づき、地域の実情も踏まえつつ、各地域で検討を進める。

（予定） （予定）

◆ ツールには、本人・家族介護者の参画が望ましいことから、本人等が所持する
形態を基本とする。 ※ 本人にはその時々の状態への配慮が必要。

◆ 専門家同士で直接情報のやり取りをする場合でも、本人・家族介護者に可能
な限り、その写しなどを提供するよう努める。

◆ 本人や家族介護者に十分に説明し同意を得た上で、ツールを使用する。

◆ 各地域で認知症疾患医療センターが主催する協議会等で相互理解を深めた
上で、基本的方向性を定め、具体的検討はその下の作業部会において進める。

◆ 「他の関係者が提供してもらいたい情報」を提供するという視点で作成する。

◆ 関係者への周知徹底と、ツールの使い方に係る研修を各地域で行う。

◆ ツールの作成後も使用状況を検証の上、随時改良を行う。

◆ 認知症疾患医療センターの取組等を通じて、情報共有の仕組を支える基盤を整備する。

◆ 東京都として、取組の状況を把握しつつ、必要な検討を行う。

共有が必要な情報、情報共有ツールで必ず記載することが必要な情報等について、具体的な検討を進めていく。

次回以降検討する内容次回以降検討する内容

◆ ツールでは、家族介護者が理解できる平易な言葉を使用する。また、家族へ
の説明用として、絵を使用するなど視覚的に分かりやすい資料を用意する。

◆ 多忙な医師でも記載できるよう、記載項目は最低限必要なものに精査する。

今後の課題

● 地域共通の情報
共有ツール

● 本人･家族介護
者の参画

● 関係者の相互
理解

● 簡素で分かりや
すい仕組

● 継続的な取組
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